
別紙様式第３－10号別添１

平成２８年
度

雲南市 箱淵

・「農産物の高付加価値化」については、概ね達成したとみなす。

　　　３　目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。

（注）１　都道府県知事は、本様式を地方農政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄
　　　　総合事務局長。以下同じ。）へ報告する際、事業実施主体から提出された報告書に添付するものとする。

　　　２　成果目標等が未達成であり、事業実施主体に対して指導を行った地区の場合は、所見(評価)と合わせて
　　　　指導内容を記入し、目標等が達成している地区の場合は「―」を記入する。
　　　　　なお、目標年度において目標を達成していない場合は、事業実施主体に対する指導内容等の記載を必須
　　　　とする。

経営体育成支援事業目標達成状況報告書（市町村）
（条件不利地域補助型経営体育成支援事業）

都道府県名 島根県

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容


